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グリーンファイナンスの普及・拡⼤促進事業（脱炭素関連部⾨）

事業イメージ

委託事業

グリーンファイナンスの裾野拡⼤・質の担保のため、⽀援体制整備及び追加的コストの補助を実施します。

【令和８年度予算額 220百万円】

⺠間事業者・⾮営利団体等
令和５年度〜

環境省 ⼤⾂官房 環境経済課 環境⾦融推進室 電話︓03-5521-8240

■事業形態 間接補助事業（補助率：外部レビュー費⽤3/10⼜は6/10、 コンサ
ルティング費⽤5/10、上限：20百万円）

■補助対象
■実施期間

⺠間事業者・団体等（登録を受けた調達⽀援者）
令和５年度〜

グリーンボンド等のグリーンファイナンス市場の健全かつ適切な拡⼤のため、①グリーンファイナンス⼿法を活⽤した資⾦調達の
ノウハウ・知⾒を共有し、新規市場参加者の拡⼤及び円滑な資⾦調達の促進につなげるとともに、②企業や⾃治体が脱炭素事業を
実施する資⾦の調達に対し⽀援を⾏う者を⽀援し、グリーンファイナンス市場の発展を強⼒に推進する。

2050年カーボンニュートラル達成のためには巨額の投資が必要であり、国内
外の⺠間資⾦を⼤量導⼊していくことが不可⽋。国内でグリーンファイナンスを
実施している企業はまだ⼀部であり、裾野の拡⼤が不可⽋。⼀⽅で、市場の拡⼤
に伴い、グリーンウォッシュに対する懸念が強まっており、更なる市場拡⼤の⼤
前提として質の担保の観点も重要。
以上を踏まえ、裾野拡⼤・質の担保の両⾯から、グリーンファイナンス市場を

健全かつ適切に拡⼤していくため、下記を実施する。
（１）グリーンファイナンスサポーターズ制度（委託）
・証券、銀⾏、外部レビュー機関等の資⾦調達⽀援を⾏う事業者を登録する
サポーターズ制度を設置し、市場拡⼤に向けた普及促進やノウハウ提供を実施

（２）グリーンファイナンス資⾦調達⽀援事業（補助）
・資⾦調達やフレームワークの策定・運⽤に係る外部レビュー費⽤等の追加的
費⽤を補助

• 資⾦調達促進のためのセミナーの開催
• 基本的な知⾒の普及に向けた解説⽂書

の作成 等
（委託事業）

登録要件を満たす機関が
サポーターズ制度に参画

￥グリーンボンド／ローン、サステナビリティボ
ンド、サステナビリティ・リンク・ローン／ボ
ンドに対する補助（間接補助事業）
＜対象経費＞
・外部レビュー費⽤
・コンサルティング費⽤

資⾦調達者
（企業や⾃治体）

質の⾼いグリーンプロジェクトの実施
野⼼的な⽬標に向けた活動の実施

資⾦調達⽀援
サポーターズ制度の登
録機関が資⾦調達⽀援
をする際の経費を補助

■委託先


